
（４）平成２５年度単町補助事業の申請について（ご案内） 

 標記の件について、下記のとおり申請手続きをお願いします。 

１．補助事業の申請について 

（１）申請締切  平成２５年１月１１日（金）

         ※年度中途での申請は受け付けしませんので、十分に協議して申請

漏れがないようにしてください。（緊急性があるものは除く） 

（２）申請対象  総合計画後期計画（５ヵ年計画）に入った事業のみが対象となりま

す。 

※災害等緊急止むを得ないもの及び地域活動補助事業、地域活性化

モデル事業などのソフト事業は随時申請できます。 

（３）申請・問い合わせ先   

各担当課  

（４）申請書類  別添「主な提出書類様式」の様式をご利用ください。 

         （町のＨＰの様式ダウンロードにもファイルを掲載しています。） 

２．申請についての留意事項 

（１）集落公民館建設など補助金額の大きいものが同一年度に複数の希望があるなど

の場合で、財政的に単年度で全部の事業実施が困難なときは、聞き取り調査のう

え実施年度を調整させていただくことがあります。 

（２）１月に役員交替となる集落が多く、例年、書類の提出が締切日に間に合わないケ

ースがあります。申請される場合には、書類作成に早めにとりかかっていただき、

締切日までの提出をお願いします。 

（３）施設の新設・修繕、工事、備品購入などの事業を実施される場合は、複数の業者

から見積書を徴集し、競争原理を働かしたほうが、安価で事業を実施することが

できます。事業を実施される前には、原則として複数（２社以上）の業者から見

積書を徴集してください。 



※事業着手後、遅滞なく
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摘　要 担当課・室

街灯整備事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注２
＊注２　図面に設置場所を明示し、電灯の種類、建柱の有無、金額
          を記入すること。また、完成届には、着工前と着工後の写真
          が必要です。

総務課

消防施設整備事業 ○ ○ ○ ○ ○ 注５ ○
＊注５　防火水槽や消防車庫の新設、又は修繕の場合は、立体
　　　 　図又は側面図を添付すること。

総務課

集落防災活動促進事業 ○ ○ ○ ○ 総務課

公民館、公民館に準ず
る施設、公園施設、墓地
外構等の整備事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 注１ ○
＊注１　施設の新設、又は修繕の場合は、立体図又は側面図を添付
　　　　　すること。

企画課
町づくり推進室

集落公共用土地取得事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
企画課

町づくり推進室

地域活動補助事業 ○ ○ ○ ○
企画課

町づくり推進室

ごみ集積所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新設又は増設の場合、床面積を記入すること。
地域整備課
環境整備室

除雪機械購入事業 ○ ○ ○ ○
地域整備課
環境整備室

町道改良事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
注３

注４ ○
＊注３　舗装工は展開図を添付すること。
＊注４　構造によっては、添付をお願いすることもあります。

地域整備課
環境整備室

共同作業所の整備事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注１ ○
＊注１　施設の新設、又は修繕の場合は、立体図又は側面図を添付
　　　　　すること。

産業課
農林室

土地改良事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
注３

注４ ○
＊注３　舗装工は展開図を添付すること。
＊注４　構造によっては、添付をお願いすることもあります。

産業課
農林室

林道事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
注３

注４ ○
＊注３　舗装工は展開図を添付すること。
＊注４　構造によっては、添付をお願いすることもあります。

産業課
農林室

補助事業必要書類一覧表


